
裁判員等の選任フローチャート 

 

裁判員候補者名簿の作成 

（前年の秋ごろ） 

名簿記載通知・調査表の送付 

（前年の１１月ごろ） 

事件ごとに名簿の中からくじで選定 

呼出状・質問票の送付 

（原則、裁判の６週間前まで） 

選任手続期日 

裁判員・補充裁判員選任 

（裁判員６人・補充員上限６人） 

有権者の中から、翌年の裁判員候

補者となる人を毎年くじで選び、

裁判所ごとに名簿を作成 

就職禁止事由該当者 

呼び出さない措置 

呼出取消し 

不選任決定（辞退・くじ等） 

質問票により辞退が認められる人は呼出

が取り消され裁判所に行く必要はない。 

    

 

調査票により、裁判員になることが

できない人や１年を通じて辞退が

認められる人は裁判所に呼ばない。 

 

 


